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儒
教
と
女
性
‐
日
朝
比
較
文
学
と
の
関
連
に
お
い
て 

山
田
恭
子 

 

１
．
は
じ
め
に 

 

日
朝
比
較
文
学
を
考
え
る
上
で
儒
教
と
女
性
の
関
連
は
重
要
で
あ
る
。
両
国

は
と
も
に
、
中
国
か
ら
儒
教
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
社
会
通
念
上
、
そ
れ
は

非
常
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
ま
た
文
学
の
享
受
者
で
あ
る
女
性
も
そ
う

し
た
社
会
通
念
の
中
で
生
き
て
お
り
、
彼
女
た
ち
の
生
活
は
そ
の
束
縛
に
よ
っ

て
成
り
立
っ
て
い
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
ま
ず
儒

教
国
家
と
し
て
の
礎
と
な
っ
た
科
挙
制
度
と
朱
子
学
の
輸
入
に
つ
い
て
、
日
朝

の
違
い
を
言
及
し
た
上
で
、
儒
教
が
朝
鮮
の
女
性
た
ち
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を

及
ぼ
し
た
か
、
文
学
作
品
に
は
ど
の
よ
う
な
形
で
そ
れ
が
表
れ
て
い
る
か
に
つ

い
て
考
察
す
る
。 

  

２
．
儒
教
国
家
と
し
て
の
礎
‐
科
挙
制
度
と
朱
子
学
の
輸
入 

 

朝
鮮
が
儒
教
国
家
と
し
て
の
礎
を
築
く
ま
で
に
は
科
挙
制
度
の
導
入
と
朱
子

学
の
輸
入
と
い
う
過
程
を
経
て
い
る
。 

本
格
的
な
科
挙
制
度
は
九
五
八
年
に
導
入
さ
れ
た
が
、
儒
教
を
政
治
理
念
と

し
て
取
り
入
れ
た
の
は
新
羅
時
代
か
ら
で
あ
る
。
唐
の
影
響
を
受
け
て
国
学
や

読
書
三
品
科
を
設
置
し
た
の
が
そ
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。 

 

六
八
二
年 

国
学
（
七
四
二
～
七
六
五
は
太
学
監)

 

国
家
教
育
機
関
の
設

置 

七
八
八
年 

読
書
三
品
科 

科
挙
の
前
身
で
あ
る
制
度
が
成
立 

 

高
麗
時
代
、
九
八
二
年
に
は
崔
承
老(

九
二
七
～
九
八
九)

が
時
務
二
八
条
を

上
訴
し
、
仏
教
の
弊
害
を
述
べ
民
生
救
済
を
説
い
た
こ
と
か
ら
、
政
治
理
念
と

し
て
儒
教
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
っ
た
。
そ
の
後
、
光
宗(

九
二
五
～
九

七
五)

の
王
権
強
化
に
よ
っ
て
、
後
周
か
ら
の
帰
化
人
で
あ
る
雙
冀
が
登
用
さ

れ
、
九
五
八
年
に
科
挙
制
度
が
実
施
さ
れ
た
。 

ま
た
、
高
麗
時
代
後
期
に
は
元
の
駙
馬
国
に
な
っ
た
こ
と
で
、
そ
れ
以
前
の

仏
教
国
家
と
は
異
な
る
歩
み
を
と
り
、
元
に
渡
っ
た
安
珦

ア

ニ

ャ

ン(

一
二
四
三
～
一
三

〇
六)

、
白
頤
正

ペ

ギ

ジ

ョ

ン(

一
二
六
〇
～
一
三
四
〇)

、
李
斎
賢

イ

ジ

ェ

ヒ

ョ

ン(

一
二
八
七
～
一
三
六

七)

、
李
穡

イ

セ

ク(

一
三
二
八
～
一
三
九
六)

な
ど
に
よ
っ
て
本
格
的
な
朱
子
学
の
受

容
が
始
ま
っ
た
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
朝
鮮
に
お
い
て
は
貴
族
か
ら
士
大
夫
へ
、

政
治
的
中
枢
層
が
移
行
し
て
い
き
、
元
の
官
僚
を
通
じ
て
中
国
の
朱
子
学
が
輸

入
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。 

一
方
で
、
日
本
に
お
い
て
も
、
唐
の
影
響
を
受
け
て
大
学
寮
が
設
置
さ
れ
、

儒
学
を
官
学
と
し
て
学
ん
で
い
た
。 

 

七
〇
一
年 

大
宝
律
令 

大
学
寮
設
置 

 
七
五
七
年 

養
老
律
令 

官
吏
養
成
機
関
設
立 

大
学(

都)

、
国
学(

地
方) 
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し
か
し
蔭
位
の
制
や
博
士
職
の
世
襲
化
に
よ
っ
て
科
挙
制
度
は
う
ま
く
機
能

せ
ず
、
一
一
七
七
年
の
大
学
寮
の
焼
失
に
よ
っ
て
大
学
は
完
全
に
廃
止
さ
れ
た
。

そ
し
て
政
権
は
貴
族
か
ら
武
士
へ
と
移
り
南
宋
の
禅
僧
を
通
じ
て
朱
子
学
が
輸

入
さ
れ
た
。
し
か
し
朱
子
学
は
あ
く
ま
で
禅
を
広
め
る
た
め
の
方
便
に
す
ぎ
ず
、

そ
れ
が
政
治
理
念
と
し
て
確
固
た
る
地
位
を
築
く
に
は
、
藤
原
惺
窩
や
林
羅
山

の
登
場
を
俟
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。 

 

 

３
．
儒
教
国
家
に
お
け
る
法
典
上
の
女
性
制
約 

 

こ
の
よ
う
な
朱
子
学
の
受
容
は
文
学
の
み
な
ら
ず
社
会
形
成
に
も
大
き
な
影

響
を
与
え
、
そ
れ
は
女
性
に
対
し
て
も
例
外
で
は
な
い
。 

そ
の
一
つ
が
国
家
法
典
で
あ
る
『
経
国
大
典
』
１

の
制
定
か
ら
定
着
に
至
る

ま
で
の
過
程
で
の
、
女
性
に
対
す
る
様
々
な
制
約
で
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
も

の
が
、
再
婚
し
た
女
性
と
妾
か
ら
生
ま
れ
た
子
孫
に
対
す
る
差
別
法
の
「
再
嫁

女
子
孫
禁
錮
法
」
と
「
庶
孽
禁
錮
法
」
で
あ
る
。 

太
宗
六
年(

一
四
〇
六)

、
今
ま
で
「
失
行
婦
女
」
に
対
す
る
記
録
で
あ
っ
た

「
恣
女
案
」
に
「
三
嫁
女
」
が
追
加
さ
れ
、
三
回
以
上
嫁
い
だ
者
は
「
失
行
婦

女
」
と
同
様
に
な
り
、
節
操
の
な
い
不
貞
女
と
し
て
の
烙
印
が
押
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。 

 

士
族
の
婦
女
で
、
行
実
が
良
く
な
い
も
の
は[

三
人
夫
を
変
え
て

迎
え
た
者
も
同
様]

 

文
案
に
記
録
し
、
吏
曹
・
兵
曹
・
司
憲
府
・

司
諫
院
に
公
文
を
送
る
。(

『
経
国
大
典
』
卷
五 

刑
典 

禁
制)

２  

 

さ
ら
に
一
四
一
五
年
に
は
太
宗
が
両
班
の
子
や
孫
で
あ
れ
、
妾
の
所
生
す
な

わ
ち
庶
孼
で
あ
れ
ば
官
職
が
制
限
さ
れ
た
。
ま
た
世
祖
一
二
年(

一
四
六
六)

に

完
成
し
た
『
経
国
大
典
』
に
は
失
行
婦
女
と
再
嫁
女
の
子
孫
が
文
武
班
識
に
任

用
さ
れ
な
い
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
。
成
宗
八
年(

一
四
七
七)

に
至
っ
て
、
婦
女

子
の
再
嫁
禁
止
の
与
否
を
決
定
す
る
た
め
の
重
臣
会
議
ま
で
開
か
れ
、
再
嫁
女

の
子
孫
に
対
す
る
禁
錮
が
決
定
さ
れ
た
。
成
宗
一
二
年(

一
四
八
一)

一
二
月
に

は
『
諺
文
三
綱
行
実
烈
女
図
』
を
刊
行
、
頒
布
し
、
成
宗
一
六
年(

一
四
八
五)

に
『
経
国
大
典
』
が
改
編
さ
れ
た
時
、
再
嫁
女
と
失
行
婦
女
の
子
孫
お
よ
び
庶

孼
に
文
科
、
生
員
、
進
士
試
を
許
容
し
な
い
よ
う
に
規
定
し
た
。
３ 

ま
た
士
族
の
娘
が
他
の
男
と
密
通
し
た
場
合
は
即
絞
首
刑
が
確
定
さ
れ
た
。 

 

士
族
の
婦
女
で
、
淫
慾
を
恣
行
し
、
風
俗
と
教
化
を
瀆
乱
す
る

者
は
姦
夫
と
共
に
絞
殺
す
る
。(

『
後
続
録
』 

刑
典 

禁
制)

４ 
 

 

士
族
の
妻
女
を
劫
奪
し
た
者
は
姦
淫
の
成
立
与
否
を
論
ず
る
こ

と
な
く
、
首
を
し
た
が
え
、
皆
時
を
待
た
ず
、
斬
殺
す
る
。[

士
族

の
妾
女
を
劫
奪
し
た
者
も
律
と
同
じ
。
常
賎
の
女
子
を
劫
奪
し
姦

淫
が
成
立
し
た
者
は
絞
殺
し
、
し
た
が
い
為
す
は
自
身
に
限
っ
て

極
辺
の
奴
と
し
、
姦
淫
が
成
立
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
は
、
杖
一
百

度
、
三
千
里
に
流
す
。] 

宮
女
で
外
人
と
通
姦
し
た
者
は
男
女
す

べ
て
時
を
問
わ
ず
斬
殺
す
る
。[

孕
胎
し
た
者
は
出
産
を
待
ち
、
行

刑
す
る
が
産
後
百
日
の
例
を
使
用
し
な
い
。](

『
続
大
典
』 

刑
典 

姦
犯)

５ 
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『
経
国
大
典
』
（
一
四
八
五
）
に
は
、
失
行
し
た
士
族
女
性
と
三
回
夫
を
迎

え
た
女
性
に
つ
い
て
記
録
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
罰
に
つ
い
て
は
言
及

さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
後
、
中
宗
の
時
に
編
纂
さ
れ
た
法
典
『
後
続
録
』

（
一
五
四
三
）
に
は
士
族
女
性
が
夫
以
外
の
男
と
通
じ
る
と
姦
夫
と
と
も
に
絞

首
刑
に
処
さ
れ
る
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
『
後
続
録
』
は
朝
鮮
時
代
後
期
に
お

い
て
も
受
け
継
が
れ
、
英
祖
の
時
に
編
纂
さ
れ
た
『
続
大
典
』
（
一
七
四
六
）

に
は
刑
典
に
姦
犯
と
い
う
項
目
ま
で
生
じ
た
。
６ 

こ
う
し
た
女
性
に
対
す
る

軛
く
び
き

の
最
大
の
犠
牲
者
は
な
に
よ
り
士
族
の
娘
た

ち
だ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
娘
た
ち
は
六
礼
と
い
う
儒
教
的
に
決
め
ら

れ
た
婚
姻
作
法
に
従
っ
て
嫁
ぎ
、
も
し
夫
が
死
ね
ば
一
生
寡
婦
と
し
て
過
ご
さ

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
恋
愛
と
い
う
言
葉
は
野
合
、
不
義
に
置
き
換
え
ら
れ
、

そ
の
傾
向
は
朝
鮮
中
期
か
ら
後
期
に
な
る
に
つ
れ
て
度
を
増
し
て
い
っ
た
。 

全
体
的
に
見
る
と
、
一
六
世
紀
末
か
ら
一
七
世
紀
初
め
の
比
較
的
早
い
時
期

に
書
か
れ
た
作
品
は
、
媒
介
者
な
し
で
自
か
ら
縁
を
結
ぶ
こ
と
が
多
い
。
そ
の

顕
著
な
も
の
が
朝
鮮
の
役
を
前
後
し
て
書
か
れ
た
『
周
生
伝
』(
一
五
九
三)

と

『
崔
陟
伝
』
（
一
六
二
一
）
で
あ
る
。
両
作
品
は
背
景
が
中
国
か
韓
国
か
の
違

い
は
あ
る
も
の
の
ど
ち
ら
も
男
女
の
応
酬
に
お
い
て
の
女
性
の
積
極
的
な
態
度

を
描
写
し
て
い
る
。 

 

仙
花
は
楽
曲
を
全
て
演
奏
し
て
か
ら
小
声
で
蘇
子
瞻

そ

う

し
せ

ん

の
「
賀
新

郎
」
と
い
う
詞
曲
を
詠
ん
だ
。 

「
簾
の
外
に
誰
が
来
て
繍
戸
を
推
す
の
か
。
人
の
夢
を
枉ま

げ
教

え
、
瑤
臺
曲
を
断
つ
。
又
是
却
っ
て
、
竹
を
敲た

た

く
風
よ
」 

生
が
そ
の
ま
ま
簾
の
下
に
た
た
ず
ん
で
小
声
で
詠
ん
だ
。 

「
竹
を
敲
く
風
と
言
う
莫
か
れ
、
真
の
箇も

の

、
玉
人
が
来
た
り
」 

仙
花
は
聞
い
て
も
い
な
い
よ
う
な
ふ
り
で
、
燭
を
消
し
、
寝
床

に
つ
く
と
、
生
も
同
衾
す
る
。
仙
花
は
年
幼
く
、
弱
い
た
ち
で
、

い
ま
だ
情
事
に
た
え
ら
れ
な
い
と
い
う
様
子
で
、
微
か
な
雲
が
し

め
や
か
な
雨
を
ふ
ら
す
よ
う
に
、
柳
の
如
く
細
々
と
花
の
よ
う
な

嬌
態
で
、
あ
え
ぎ
声
を
だ
し
、
か
す
か
に
嬉
し
そ
う
に
顔
を
ゆ
が

め
る
。
生
は
蜜
を
貧
ぼ
る
蜂
、
花
を
慕
う
蝶
の
ご
と
く
、
恍
惚
と

な
り
、
明
け
方
に
な
る
の
に
も
気
づ
か
な
か
っ
た
が
、
ふ
と
飛
び

か
う
鶯
が
欄
干
の
花
に
と
ま
り
啼
く
声
が
聞
こ
え
た
。
生
は
驚
き

起
き
て
戸
を
あ
け
る
と
、
池
と
館
に
悄
然
と
、
朝
ぼ
ら
け
の
も
や

が
た
ち
こ
め
て
い
た
。
仙
花
は
生
を
送
り
出
す
た
め
門
を
開
け
た

が
、
す
ぐ
さ
ま
引
っ
込
ん
で
し
ま
い
戸
を
閉
め
な
が
ら
言
っ
た
。

「
今
後
は
再
び
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
こ
と
が
漏
れ

聞
こ
え
た
ら
、
生
死
に
か
か
わ
る
こ
と
で
し
ょ
う
」
生
は
心
が
ふ

さ
が
り
、
言
葉
も
出
ず
息
を
の
ん
で
、
振
り
返
り
、
か
す
れ
た
声

で
答
え
る
に
は
「
よ
う
や
く
出
会
え
た
の
に
、
ど
う
し
て
そ
ん
な

に
薄
情
な
の
」
仙
花
が
笑
い
な
が
ら
「
さ
っ
き
言
っ
た
の
は
嘘
。

怒
ら
な
い
で
、
黄
昏

た
そ
が
れ

時ど
き

に
ま
た
逢
い
に
き
て
ね
」
生
は
「
う
ん
、

必
ず
来
る
か
ら
」
と
去
っ
て
行
っ
た
。（『
周
生
伝
』）
７ 

 

崔
陟
が
鄭
上
舍
の
家
で
勉
強
す
る
た
び
に
、
ふ
と
あ
る
女
の
子

が
窓
の
下
に
隠
れ
て
、
崔
陟
の
本
を
読
む
声
を
ひ
そ
か
に
聞
い
て

い
た
。
彼
女
の
年
は
一
六
歳
ほ
ど
で
、
髪
の
毛
は
雲
を
巻
い
た
よ

う
に
美
し
く
顔
は
花
の
如
き
で
あ
っ
た
。
あ
る
日
、
鄭
上
舍
が
食

事
を
す
る
た
め
に
内
堂
に
入
っ
て
い
き
、
崔
陟
が
一
人
座
っ
て
詩

を
詠
ん
で
い
る
と
、
突
然
紙
切
れ
が
、
窓
の
す
き
間
か
ら
投
げ
入

れ
ら
れ
た
。
崔
陟
が
取
り
上
げ
て
読
ん
で
見
る
と
「
標
有
梅
」
８

の

最
後
の
句
「
私
が
求
婚
す
る
君
よ
、
今
お
答
え
く
だ
さ
い(

求
我
庶
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士
、
迨
其
謂
之)

」
が
書
か
れ
て
あ
っ
た
。
崔
陟
は
こ
の
句
を
見
て

か
ら
精
神
が
恍
惚
と
な
り
、
心
を
落
ち
着
か
せ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
そ
れ
で
暗
い
夜
に
訪
れ
よ
う
か
と
何
度
も
考
え
た
が
、

親
孝
行
で
有
名
だ
っ
た
金
台
弦
の
故
事
９

を
思
い
出
し
、
よ
う
や
く

感
情
を
押
し
殺
し
、
再
び
そ
の
よ
う
な
考
え
を
持
た
な
い
よ
う
に

と
自
ら
決
意
し
た
。
（
中
略
）
昨
日
私
が
詩
を
投
げ
ま
し
た
の
は
、

実
に
私
の
淫
乱
さ
を
お
見
せ
す
る
た
め
で
は
な
く
、
た
だ
試
し
に

君
の
意
向
を
探
ろ
う
と
し
た
か
ら
で
す
。
私
は
無
知
で
は
ご
ざ
い

ま
す
が
、
も
と
よ
り
士
族
と
し
て
市
井

い

ち

い

の
娼
婦
の
よ
う
な
類
で
は

ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
ど
う
し
て
垣
根
に
穴
を
開
け
、
秘
か
に
会

お
う
と
い
う
心
を
持
ち
ま
し
ょ
う
か
。
必
ず
父
母
に
告
げ
て
、
最

後
に
礼
に
従
っ
て
婚
礼
を
挙
げ
れ
ば
、
た
と
い
自
ら
通
ず
る
醜
態

を
犯
し
ま
し
た
と
は
い
え
、
貞
節
と
信
義
を
守
り
、
夫
婦
の
道
理

を
尽
く
す
こ
と
に
変
わ
り
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
す
で
に
詩
を
投
げ
、

正
徳
を
大
き
く
失
い
ま
し
た
が
、
い
ま
や
お
互
い
の
心
が
分
か
っ

た
の
で
、
再
び
い
た
ず
ら
に
手
紙
を
送
っ
た
り
は
し
ま
せ
ん
。
こ

れ
か
ら
は
必
ず
仲
人
を
通
し
、
私
が
み
だ
り
な
行
動
を
し
た
と
い

う
非
難
を
受
け
な
い
よ
う
切
に
望
み
ま
す
の
で
、
う
ま
く
事
を
図

っ
て
く
だ
さ
い
ま
せ
」（
『
崔
陟
伝
』）
１
０ 

 

こ
の
よ
う
な
恋
愛
の
雰
囲
気
は
、
そ
の
作
品
の
ジ
ャ
ン
ル
が
愛
情
伝
奇
小
説

に
属
す
る
と
い
う
点
で
、
唐
代
伝
奇
『
鶯
鶯
伝
』
を
代
表
と
す
る
中
国
の
伝
奇

小
説
と
の
関
連
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
両
作
品
と
も
女
性
の
積
極
的
な
態

度
で
男
女
関
係
が
成
立
し
て
い
る
と
は
い
え
、
背
景
が
朝
鮮
で
あ
る
『
崔
陟
伝
』

で
は
、
手
紙
の
や
り
と
り
の
み
で
、
婚
前
の
逢
瀬
の
描
写
が
な
い
。
こ
れ
は
、

女
主
人
公
が
士
族
の
女
で
あ
る
か
ら
だ
と
も
い
え
る
が
、
朝
鮮
古
典
文
学
の
中

で
士
族
女
の
積
極
的
な
態
度
を
示
し
た
も
の
は
以
上
が
唯
一
の
例
で
あ
り
、
こ

の
時
代
以
降
の
作
品
で
は
全
く
見
ら
れ
な
く
な
る
。
１
１

そ
し
て
描
か
れ
る
も

の
は
両
班
と
妓
女
と
の
恋
愛
か
中
人
の
娘
と
の
密
通
話
に
限
定
さ
れ
、
応
酬
は

す
べ
て
男
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。 

朝
鮮
中
期
で
は
再
嫁
女
と
失
行
婦
女
の
子
孫
お
よ
び
庶
孼
へ
の
差
別
が
ひ
ど

く
な
っ
た
時
期
で
は
あ
る
が
、
実
際
は
儒
教
の
普
遍
化
が
進
ん
で
お
ら
ず
、
時

と
し
て
有
名
無
実
化
し
て
い
た
。
そ
れ
は
燕
山
君
時
代
に
妓
女
制
度
が
確
立
し
、

後
宮
の
張
緑
水
が
政
治
的
実
権
を
握
っ
て
い
た
こ
と
や
、
庶
子
で
あ
っ
た
に
も

関
わ
ら
ず
、
中
宗
妃
の
弟
尹
元
衡
の
正
妻
と
な
っ
た
鄭
蘭
貞
（
？
～
一
五
六
五
）

が
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
格
的
な
儒
教
の
普
遍
化

が
進
ん
だ
の
は
や
は
り
朝
鮮
の
役
を
へ
だ
て
て
光
海
君
の
頃
か
ら
だ
と
い
え
よ

う
。 光

海
君
時
代
に
は
荒
廃
し
た
朝
鮮
を
立
て
直
す
た
め
に
、
金キ

ム

宏ゲ
ン

弼ピ
ル

、
鄭

チ
ョ
ン

汝ヨ

昌
チ
ャ
ン

、
趙
光
祖

チ
ョ
ガ
ン
ジ
ョ

、
李イ

彦オ
ン

迪
ジ
ョ
ク

、
李イ

滉
フ
ァ
ン

の
五
人
を
文 ぶ

ん

廟
び
ょ
う

配

享

は
い
き
ょ
う

し
、
こ
れ
ま
で
の

規
模
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
千
余
名
の
人
物
を
載
せ
た
『
東
国
新
続
三
綱
行
実

図
』(

一
六
一
七)

を
刊
行
さ
せ
た
。
１
２

こ
の
頃
か
ら
、
儒
教
は
大
衆
の
生
活
に

深
い
影
響
を
与
え
始
め
た
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
上
で
挙
げ
た
作
品
の
女

性
の
積
極
的
な
態
度
も
、
朝
鮮
の
役
の
被
害
を
受
け
る
直
前
に
起
こ
っ
た
こ
と

で
あ
り
、
後
の
作
品
で
は
全
く
見
ら
れ
な
い
点
か
ら
も
、
そ
の
事
実
が
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。 

  
４
．
儒
教
国
家
に
お
け
る
慣
習
上
の
女
性
制
約 
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先
で
は
国
家
法
典
と
女
性
と
の
か
か
わ
り
を
挙
げ
た
が
、
朝
鮮
時
代
に
お
け

る
儒
教
の
影
響
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
朱
子
学
の
受
容
と
共
に
も
た
ら
さ
れ

た
多
く
の
書
籍
が
朝
鮮
社
会
、
特
に
女
性
へ
の
慣
習
上
の
制
約
を
作
っ
て
い
っ

た
。
そ
の
一
つ
が
冠
婚
葬
祭
と
の
関
連
に
あ
り
、
朱
子
学
受
容
に
伴
う
諺
解
類

や
註
釈
書
な
ど
、
特
に
『
朱
子
増
損
呂
氏
郷
約
諺
解

し
ゅ
し
ぞ
う
そ
ん
り
ょ
し
き
ょ
う
や
く
げ
ん
か
い

』
１
３

『
小
学
』
、
『
朱
子

家
礼
』
の
普
及
が
注
目
さ
れ
る
。 

朝
鮮
古
典
文
学
に
登
場
す
る
女
主
人
公
も
ま
た
、
士
族
の
娘
で
あ
れ
、
妓
女

で
あ
れ
、
以
下
の
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。 

 

王
蠋
が
い
う
に
は
「
忠
臣
は
二
君
に
事
え
ず
、
烈
女
は
二
夫
に

ま
み
え
ず
」(

『
小
学
』
第
五
九
章)
１
４ 

 

『
礼
記
』
に
い
う
に
は
、
（
中
略
）
信
は
他
人
に
つ
か
え
る
こ
と

で
、
信
は
婦
徳
で
あ
る
。
生
活
を
共
に
一
つ
に
す
る
と
は
、
生
涯

改
め
ず
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
故
に
夫
が
死
ん
で
も
嫁
が
ず
。(

中

略)

男
女
に
区
別
が
あ
っ
て
こ
そ
、
親
子
も
親
し
み
、
親
子
に
親
し

み
が
あ
っ
て
こ
そ
、
義
が
生
ま
れ
、
義
が
生
ま
れ
て
こ
そ
礼
儀
が

な
さ
れ
、
礼
儀
が
な
さ
れ
て
こ
そ
、
万
物
が
安
ら
か
な
の
で
あ
っ

て
、
区
別
と
義
が
な
け
れ
ば
禽
獣
の
道
で
あ
る
。
（
『
小
学
』
第
六

二
章
）
１
５ 

 

そ
し
て
何
よ
り
も
士
族
の
女
性
た
ち
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
礼
法
で
あ
っ

た
。 『

朱
子
増
損
呂
氏
郷
約
諺
解
』
は
北
宋
の
呂
氏
が
発
案
し
て
故
郷
の
藍
田
で

実
行
し
、
南
宋
の
朱
子
が
そ
れ
を
補
訂
し
、
さ
ら
に
朝
鮮
で
金
国
安
１
６

が
諺

解
し
た
も
の
で
あ
る
。
金
安
国
（
一
四
七
八
～
一
五
四
三
）
は
一
五
一
七
年
に

慶
尚
道
監
観
察
使
と
し
て
赴
任
し
、
一
年
間
の
在
職
機
関
に
道
徳
書
と
し
て

『
朱
子
増
損
呂
氏
郷
約
諺
解
』
を
刊
行
頒
布
し
た
。
そ
の
後
上
京
し
、
一
五
一

八
年
に
校
正
刊
行
し
て
中
宗
に
献
上
し
、
一
五
一
九
年
に
校
正
本
が
印
出
刊
行

さ
れ
全
国
に
施
行
さ
れ
た
。
中
宗
が
士
林
派
で
あ
る
趙
光
祖
を
登
用
し
た
こ
と

か
ら
、
儒
教
国
家
建
設
を
目
標
と
し
、
郷
村
の
道
徳
を
確
立
す
る
た
め
に
郷
約

が
施
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
１
７

そ
れ
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
郷
村
社
会
に
お

け
る
朱
子
学
の
普
遍
化
で
あ
り
、
士
族
か
ら
庶
民
に
至
る
ま
で
そ
の
慣
習
を
共

有
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

四
番
目
、
慶
祝
と
弔
問
に
、
互
い
に
贈
り
遺
す
も
の
に
凡
そ
四

つ
の
条
が
あ
る
。
同
じ
郷
約
の
構
成
員
に
吉
事
が
あ
れ
ば
、
す
な

わ
ち
こ
れ
を
慶
祝
し
、
凶
事
が
あ
れ
ば
す
な
わ
ち
こ
れ
を
弔
問
す

る
。
家
ご
と
の
家
長
一
人
だ
け
が
同
じ
郷
約
の
構
成
員
と
し
て
連

れ
立
っ
て
往
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
手
紙
で
問
う
時
も
、
ま
た
か

く
の
ご
と
く
す
る
。
も
し
、
家
長
が
亡
く
な
っ
て
い
な
い
時
や
、

或
い
は
慶
祝
し
弔
問
す
る
者
の
年
や
官
位
が
互
い
に
同
等
の
者
で

な
く
て
も
、
そ
の
次
に
な
る
人
が
行
っ
て
こ
れ
に
当
た
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
凡
そ
慶
祝
の
礼
は
平
素
の
礼
の
通
り
行
い
、
贈
り

物
が
あ
れ
ば
、
或
い
は
そ
の
家
の
力
に
不
足
が
あ
れ
ば
す
な
わ
ち

同
じ
郷
約
の
構
成
員
が
器
物
を
借
り
る
の
を
助
け
、
お
よ
び
事
を

主
幹
し
て
な
す
。
凡
そ
弔
問
の
礼
は
そ
の
初
喪
を
聞
い
た
ら
、
そ

の
人
が
喪
服
を
着
る
の
が
難
し
い
な
ら
、
同
じ
郷
約
の
構
成
員
を

率
い
て
、
直
嶺
・
裰
翼(

共
に
武
官
の
常
服)

を
着
て
い
っ
て
哭
し
、

こ
れ
を
弔
う
。
１
８ 
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以
上
の
よ
う
な
、
細
や
か
な
決
ま
り
は
家
の
中
を
仕
切
っ
て
い
た
女
性
に
と

っ
て
も
共
通
認
識
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

ま
た
『
朱
子
家
礼
』
１
９

に
つ
い
て
は
そ
れ
が
東
ア
ジ
ア
全
般
に
波
及
し
た

こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
朝
鮮
に
置
い
て
は
特
に
そ
の
喪
礼
に
よ
っ
て

国
を
揺
る
が
す
ま
で
の
党
争
を
生
ん
だ
。
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
女
性
た

ち
も
そ
う
し
た
礼
法
を
自
ら
守
り
従
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
八
世
紀
以

降
は
『
曺
氏
三
代
錄
』
を
は
じ
め
大
長
編
小
説
の
『
玩
月
会
盟
宴
』
な
ど
が
士

族
の
女
性
の
手
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
話
に
は
婦
徳
が
強
調
さ
れ

る
の
と
同
時
に
冠
婚
葬
祭
と
い
っ
た
要
素
が
含
ま
れ
、
そ
の
土
台
に
な
る
も
の

が
礼
法
で
あ
り
、
朱
子
学
的
価
値
観
に
基
づ
く
も
の
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。 

特
に
『
朱
子
家
礼
』
の
「
昏
礼
」
で
は
六
礼
を
基
に
し
な
が
ら
も
、
『
儀
礼
』

の
問
名
、
納
吉
、
請
期
を
削
り
、
納
徴
を
納
幣
と
改
め
、
納
采
、
納
幣
、
新
迎

の
三
儀
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
嫁
方
で
申
し
入
れ
を
書
諾
す
る
儀
礼
、
結
納
、

馬
に
乗
っ
て
嫁
を
迎
え
る
儀
式
に
相
当
し
、
朝
鮮
古
典
文
学
に
表
れ
る
婚
儀
と

一
致
す
る
。 

ま
た
、
荘
子
『
天
運
篇
』
で
は
、
「
礼
儀
法
度
と
い
う
の
は
、
時
に
よ
っ
て

変
わ
る
も
の
だ(

礼
義
法
度
者
、
応
時
而
変
者
也)

」
と
あ
り
、
『
朱
子
語
類
』

に
は
、
礼
に
は
常
礼
で
あ
る
経
礼
と
変
礼
と
が
あ
り
、
礼
が
そ
の
時
に
よ
っ
て
、

改
変
さ
れ
る
こ
と
、
そ
の
大
意
を
倣
う
こ
と
の
必
要
性
が
説
か
れ
る
。
２
０ 

 

礼
の
内
容
に
は
本
質
的
に
常
礼
で
あ
る
経
礼
と
変
礼
と
が
あ
り
、
経

と
は
常
礼
の
意
で
あ
り
変
と
は
常
礼
の
変
容
で
あ
る
。（『
朱
子
語
類
』

巻
八
五
）
２
１ 

 

聖
人
が
現
れ
た
な
ら
、
古
礼
を
必
ず
尽
く
用
い
ず
、
適
切
に
個
別
の

措
置
が
有
る
だ
ろ
う
。
多
く
の
些
細
な
制
度
を
見
る
に
、
皆
形
式
的
な

飾
り
の
よ
う
で
、
こ
の
大
本
根
本
を
悟
る
こ
と
こ
そ
が
要
で
あ
る
。

（『
朱
子
語
類
』
巻
八
四
）
２
２ 

 

古
の
礼
は
今
と
な
っ
て
は
実
に
行
い
難
い
。
か
つ
て
言
う
に
、
後
世

に
大
聖
人
が
現
れ
、
他
と
共
に
古
礼
の
整
理
を
ま
ず
行
い
、
人
に
覚
醒

せ
し
め
た
い
も
の
だ
と
。
皆
必
ず
古
人
の
礼
の
よ
う
に
は
で
き
な
い
が
、

た
だ
そ
の
大
意
は
倣
い
た
い
。（『
朱
子
語
類
』
巻
八
四
）
２
３ 

 

こ
の
よ
う
な
変
礼
は
『
玩
月
会
盟
宴
』
に
も
表
れ
て
お
り
、
既
に
決
ま
っ
た

妻
が
い
な
が
ら
、
複
数
の
女
性
を
娶
る
場
面
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
聘
礼
は
し

て
い
る
が
、
親
に
告
げ
ず
に
娶
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
婚
礼
を
挙
げ
な
が
ら
も
、

新
婦
の
家
に
は
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
日
に
新
郎
の
家
に
迎
え
る
こ
と
に
決
着
し

て
い
る
。 

 

「
正
式
に
嫁
を
迎
え
る
の
に
当
日
の
親
迎
は
あ
り
え
な
い
の
で
、
そ

こ
で
三
日
間
と
ど
ま
り
、
新
婦
の
父
母
へ
の
礼
を
尽
く
す
の
に
、
当
日

に
戻
っ
て
く
る
と
は
礼
に
適
っ
て
い
な
い
と
思
う
の
で
す
」 

尚
書
が
両
眉
を
顰
め
て
言
う
に
は
「
婿
が
親
に
も
告
げ
な
い
で
娶
る

と
い
う
罪
が
す
で
に
子
と
し
て
の
道
理
を
失
っ
て
お
り
、
大
礼
に
適
っ

て
い
な
い
の
に
、
議
論
す
る
こ
と
も
な
い
。
爺
様
か
ら
の
厳
訓
が
下
り

た
の
に
、
敢
え
て
そ
こ
に
留
ま
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
す
」
２
４ 
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こ
こ
で
は
正
式
に
は
三
日
間
嫁
の
家
に
と
ど
ま
っ
て
、
相
手
の
父
母
へ
の
礼

義
を
尽
く
す
も
の
で
、
当
日
戻
っ
て
く
る
こ
と
は
礼
に
適
わ
な
い
こ
と
を
告
げ

る
が
、
既
に
祖
父
が
決
め
た
こ
と
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
変
え
よ
う
と
は
し
な
い
。

こ
の
こ
と
で
男
が
女
と
結
納
を
交
わ
し
な
が
ら
、
式
は
当
日
だ
け
で
略
式
に
す

る
変
礼
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
様
に
当
時
の
女
性
の
手
に

よ
る
文
学
に
ま
で
朱
子
学
受
容
に
よ
る
家
礼
の
影
響
が
深
く
見
ら
れ
る
。 

 

５
．
日
本
文
学
に
み
ら
れ
る
女
性
像
と
朱
子
学
の
受
容 

 

日
本
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
朱
子
学
の
受
容
が
文
学
に
影
響
を
及
ぼ
し
た

の
は
、
元
禄
期
以
降
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
２
５ 

『
朱
子
家
礼
』
が
日
本
に
輸
入
さ
れ
た
の
は
室
町
期
だ
が
本
格
的
な
受
容
は

江
戸
時
代
で
あ
る
。
２
６

一
六
三
五
年
に
『
性
理
大
全
』
の
和
刻
本
が
刊
行
さ

れ
、
広
く
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
『
性
理
大
全
』
所
収
の
「
家
礼
」

や
『
文
公
家
礼
儀
節
』
に
は
明
の
習
俗
が
多
く
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
た
め
、

浅
見
絅
斎

あ
さ
み
け
い
さ
い

が
整
理
し
て
朱
子
本
来
の
「
家
礼
」
と
し
て
刊
行
し
た
の
が
元
禄
丁

丑(

一
六
九
七)

季
冬
日
刊
行
本
の
『
家
礼
』
と
さ
れ
る
。
２
７ 

ま
た
朱
子
学
関
連
の
和
刻
本
刊
行
と
共
に
「
女
四
書
」
の
和
訳
刊
行
も
行
わ

れ
た
。
「
女
四
書
」
と
は
女
性
に
よ
る
女
性
の
た
め
の
教
訓
書
四
種
を
さ
し
、

日
本
で
は
、
ま
ず
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
に
、
辻
原
元
甫

つ
じ
は
ら
げ
ん
ぽ

が
、『
女
誡
』『
女

論
語
』『
内
訓
』
『
女
孝
経
』
を
和
訳
し
た
。
中
国
に
お
い
て
は
そ
の
他
に
も
、

康
熙
年
間
（
一
六
六
二
～
一
七
二
二
）
に
王
晋
升
す
な
わ
ち
王
相
が
、
先
の

『
女
誡
』
『
女
論
語
』
『
内
訓
』
に
母
の
劉
氏
が
著
し
た
『
女
範
』
の
四
種
を
編

修
し
て
お
り
、
こ
ち
ら
は
英
祖
代
一
七
三
六
年
に
朝
鮮
で
も
諺
解
さ
れ
広
く
普

及
し
、
日
本
で
は
嘉
永
三
月(

一
八
五
〇)

に
加
賀
府
学
助
教
西
坂
衷
す
な
わ
ち

西
坂
天
錫
に
よ
っ
て
訓
点
が
付
さ
れ
、
明
治
二
六
年(

一
八
九
三)

に
目
黒
十
郎

支
店
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
２
８ 

「
女
四
書
」
の
出
現
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、
一
六
八
六
年
、
西
鶴
の

『
本
朝
二
十
不
孝
』
『
好
色
五
代
女
』
な
ど
、
儒
教
を
思
想
的
下
敷
き
と
し
た

作
品
が
現
れ
た
。
２
９

こ
れ
ら
を
考
え
る
と
儒
教
が
女
性
そ
し
て
文
学
に
及
ぼ

し
た
影
響
は
大
き
い
。
後
に
朝
鮮
正
祖
代
に
は
文
体
反
正
が
、
そ
し
て
日
本
で

は
寛
政
異
学
の
禁
に
よ
る
文
芸
統
制
が
行
わ
れ
る
が
、
こ
れ
も
実
に
朱
子
学
的

文
学
観
の
影
響
が
大
き
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

ま
た
実
際
に
日
本
文
学
作
品
に
表
れ
た
女
性
の
言
動
を
見
て
も
、
一
七
世
紀

の
女
性
と
一
九
世
紀
の
そ
れ
で
は
、
か
な
り
違
う
こ
と
が
分
か
る
。 

 

あ
る
じ
は
茶
筅
髪
に
な
っ
て
中
脇
差
に
手
を
か
け
、
「
二
十
三
ま

で
生
き
た
も
百
年
目
、
ひ
と
り
あ
る
倅
を
刺
殺
し
て
お
の
れ
が
存

分
よ
」
と
い
へ
ば
、
内
儀
は
長
櫃
を
あ
け
て
、
新
し
き
衣
類
に
着

か
へ
、
せ
は
し
く
庭
に
下
り
て
、
「
親
里
へ
帰
り
ま
す
程
に
、
跡
か

ら
暇
の
状
と
八
貫
目
の
敷
銀
わ
た
し
て
下
さ
れ
。
こ
な
た
も
男
じ

や
も
の
、
い
や
な
女
房
に
は
添
は
し
や
れ
ぬ
が
よ
い
」
と
、
声
高

に
い
ふ
を
、
両
隣
の
人
分
別
ら
し
く
引
き
と
ど
め
て
、
「
さ
り
と
は

こ
れ
、
そ
な
た
の
心
ま
か
せ
に
、
向
後
は
亭
主
の
夜
歩
き
や
め
さ

せ
、
公
儀
用
の
外
は
念
仏
講
に
も
ま
い
ら
す
ま
じ
。
其
上
け
ふ
よ

り
は
寝
道
具
の
あ
げ
お
ろ
し
も
、
お
内
儀
の
手
に
は
か
け
さ
す
ま

じ
」
と
、
さ
ま
ざ
ま
詫
言
す
れ
ば
、
此
女
立
と
ど
ま
り
、
「
其
儀
な

ら
ば
、
折
ふ
し
持
病
起
る
時
は
、
肩
を
も
ひ
ね
ら
し
ま
す
程
に
」

と
い
ふ
。
そ
れ
を
聞
き
な
が
ら
、
兎
角
の
返
事
も
せ
ず
に
、
近
所
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衆
に
向
っ
て
、
「
節
々
や
か
ま
し
き
事
ば
か
り
聞
か
し
ま
す
」
と
礼

を
い
ふ
。
此
男
の
有
様
、
さ
て
も
さ
て
も
口
惜
し
く
浅
ま
し
く
見

え
け
る
。
（
「
人
の
ほ
だ
し
は
女
の
敷
金
」
（
『
椀
久
一
世
の
物
語
』
）

３
０ 

 

 

引
用
文
は
一
六
八
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
西
鶴
作
品
の
内
容
だ
が
、
夫
婦
喧
嘩

の
様
子
が
生
々
し
く
描
か
れ
、
刀
ま
で
取
り
出
す
男
に
対
し
て
、
女
も
「
親
里

へ
帰
り
ま
す
程
に
跡
か
ら
暇
の
状
と
八
貫
目
の
敷
銀
わ
た
し
て
下
さ
れ
、
こ
な

た
も
同
じ
男
じ
や
も
の
、
い
や
な
女
房
に
は
添
は
し
や
れ
ぬ
が
よ
い
」
と
応
酬

す
る
。
つ
ま
り
こ
の
頃
は
か
な
り
の
数
で
女
の
意
思
に
よ
っ
て
離
縁
を
し
て
お

り
、
そ
れ
は
不
道
徳
な
こ
と
で
も
な
ん
で
も
な
か
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
と

こ
ろ
が
時
代
が
下
る
に
つ
れ
こ
の
よ
う
な
女
は
登
場
し
な
く
な
る
。
妻
と
し
て

は
、
た
と
え
夫
が
理
不
尽
な
態
度
を
見
せ
よ
う
と
も
、
婦
徳
を
強
調
し
、
大
人

し
く
嫁
と
い
う
立
場
に
収
ま
ろ
う
と
す
る
貞
淑
な
女
ば
か
り
が
描
か
れ
て
い
く

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
特
に
人
情
本
に
よ
く
見
ら
れ
る
。 

 

假
令

た

と

え

お
玉
さ
ん
の
其
の
外ほ

か

に
、
お
心
に
叶
っ
た
女
中
が
あ
る
な

ら
、
二
人
で
も
三
人
で
も
お
呼
び
な
す
っ
て
、
御
本
妻
に
も
お
妾

に
も
、
お
心
次
第
に
な
さ
い
ま
し
て
も
、
決
し
て
悋
気
は
致
し
ま

せ
ん
が
、
ア
ノ
お
玉
さ
ん
に
限
っ
て
は
、
お
父
樣
の
お
気
に
も
入

ら
ず
、
お
身
の
お
爲
に
も
な
ら
ぬ
故ゆ

え

、
お
聞
き
入
れ
な
い
事こ

と

を
知

り
つ
つ
申
す
も
、
矢
張

や

っ

ぱ

り
貴
郎

あ

な

た

の
。（
『
娘
太
平
記
』）
３
１ 

 

こ
の
こ
と
か
ら
朱
子
学
の
影
響
は
元
禄
以
降
徐
々
に
庶
民
に
浸
透
し
、
つ
い

に
は
大
衆
文
学
作
品
で
の
女
性
像
ま
で
も
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

つ
ま
り
朱
子
学
の
受
容
が
さ
れ
始
め
た
こ
ろ
の
庶
民
は
ま
だ
そ
れ
を
完
全
に
は

受
容
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
後
、
次
第
に
浸
透
、
一
九
世
紀
に
は
婦
徳
を
身
に
つ

け
た
女
性
ば
か
り
が
妻
と
し
て
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

  

６
．
お
わ
り
に 

 

本
稿
で
は
日
朝
比
較
文
学
を
考
え
る
上
で
儒
教
と
女
性
の
関
連
に
関
し
て
考

察
し
、
文
学
作
品
に
は
ど
の
よ
う
な
形
で
そ
れ
が
表
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
述

べ
た
。
ま
ず
儒
教
国
家
と
し
て
の
礎
で
あ
る
科
挙
制
度
と
朱
子
学
の
受
容
に
つ

い
て
、
日
朝
で
は
ぞ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
。
朝
鮮
が
新
羅
、
高
麗
に
至
っ
て

儒
教
的
社
会
の
礎
と
も
い
え
る
科
挙
制
度
を
導
入
し
、
儒
教
国
家
を
建
設
し
た

の
に
対
し
、
日
本
で
は
早
く
か
ら
そ
れ
を
導
入
し
な
が
ら
、
貴
族
社
会
の
影
響

が
大
き
く
、
形
骸
化
の
一
途
を
た
ど
り
、
つ
い
に
は
廃
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

ま
た
そ
の
後
も
朝
鮮
に
お
い
て
は
元
の
官
僚
た
ち
を
通
じ
て
朱
子
学
が
直
接
伝

わ
っ
た
の
に
対
し
、
日
本
で
は
長
ら
く
南
宋
の
僧
侶
た
ち
に
よ
っ
て
禅
宗
を
普

及
さ
せ
る
た
め
の
方
便
と
し
て
朱
子
学
が
導
入
さ
れ
た
。
ま
た
朝
鮮
に
お
い
て

は
儒
教
国
家
の
法
典
と
し
て
『
経
国
大
典
』
が
編
ま
れ
、
そ
れ
は
再
嫁
女
と
失

行
婦
女
の
子
孫
お
よ
び
庶
孼
へ
の
差
別
へ
と
繋
が
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
郷
約

な
ど
を
通
じ
て
冠
婚
葬
祭
に
関
す
る
礼
学
が
盛
ん
に
な
り
、
朱
子
家
礼
も
早
く

か
ら
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
朝
鮮
の
古
典
作
品
に
は
女
性
の
婚
礼
を

め
ぐ
っ
て
の
記
事
が
多
く
、
そ
の
内
容
は
当
時
の
世
相
を
反
映
す
る
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
一
方
で
日
本
で
は
江
戸
時
代
以
降
、
儒
教
書
の
和
訳
や
和
刻
が
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
朱
子
学
的
影
響
も
そ
の
中
で
次
第
に
大
き
く
な
っ
て
い
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っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
も
特
に
女
訓
書
の
類
は
当
時
の
人
々
に
深
い

影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
概
し
て
日
本
で
も
朝
鮮
で
も
朱
子
学
の

浸
透
は
時
代
が
下
が
る
に
つ
れ
色
濃
く
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

朝
鮮
で
は
一
六
世
紀
ま
で
は
野
合
と
も
い
わ
れ
る
恋
愛
関
係
が
見
ら
れ
た
の

に
対
し
、
そ
の
後
で
は
全
く
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
一
方
で
日
本
の
作
品

で
は
一
七
世
紀
の
西
鶴
の
作
品
に
は
女
性
の
離
婚
に
つ
い
て
当
た
り
前
の
よ
う

に
描
か
れ
て
い
た
も
の
が
、
一
九
世
紀
の
人
情
本
で
は
全
く
見
ら
れ
な
く
な
っ

て
い
る
。
ま
た
両
国
の
作
品
で
共
に
妾
を
認
め
、
婦
徳
を
守
る
こ
と
が
描
か
れ

て
い
く
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
本
稿
で
は
詳
し
く
述
べ
な
か
っ
た
日
朝
に
お
け

る
『
女
四
書
』
の
伝
播
の
仕
方
や
受
容
の
違
い
、
文
学
に
及
ぼ
し
た
直
接
的
な

影
響
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

                                        

          

 

１

）
李
氏
朝
鮮
時
代
の
政
治
の
基
準
に
な
っ
た
法
典
。
吏
典
・
戸
典
・
礼
典
・

兵
典
・
刑
典
・
工
典
の
六
典
か
ら
な
る
。
朝
鮮
初
期
は
鄭
道
伝
が
著
し
た

『
朝
鮮
経
国
典
』(

一
三
九
四)

を
土
台
と
し
て
『
経
済
六
典
』(

一
三
九
七)

、

そ
れ
を
修
正
し
た
『
続
六
典
』
を
使
用
し
て
い
た
が
、
世
祖
が
、
崔
恒
・
盧

思
愼
ら
に
命
じ
て
、
一
四
六
〇
年
に
戸
典
、
一
四
六
一
年
に
刑
典
、
一
四
六

九
年
の
成
宗
の
代
に
残
り
の
四
典
を
撰
進
す
る
こ
と
を
も
っ
て
完
成
し
た
。

編
纂
事
業
は
睿
宗
・
成
宗
代
に
引
き
継
が
れ
、
今
日
伝
わ
る
『
経
国
大
典
』

は
、
一
四
八
五
年
正
月
に
頒
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
完
成
施
行
ま
で
、
建

国
か
ら
ほ
ぼ
一
世
紀
を
要
し
た
『
経
国
大
典
』
は
、
儒
教
的
法
治
国
家
と
し

て
の
朝
鮮
王
朝
の
原
点
を
な
す
法
体
系
で
あ
る
。 

２

）
士
族
婦
女
失
行
者
、 

[

更
適
三
夫
者
同]

 

録
案
、
移
文
吏
兵
曹
司
憲
府
司

諫
院
。(

『
経
国
大
典
』 

巻
五 

刑
典 

禁
制)

。
な
お
本
稿
に
於
け
る
日
本

                                        

                                        

                                

 

語
訳
は
全
て
筆
者
に
拠
る
。
以
下
同
様
。 

３

）
厳
基
珠
「
近
世
の
韓
・
日
儒
教
教
訓
書-

「
東
国
新
続
三
綱
行
実
図
」
・

「
本
朝
女
鑑
」
・
「
本
朝
列
女
伝
」
を
中
心
と
し
て
」
『
比
較
文
学
研
究
』
七

〇
（
東
大
比
較
文
学
会
、 

一
九
九
七
、 

三
九
～
四
〇
頁)

、 

李
成
茂
『
韓

国
의 

科
擧
制
度
』(

韓
国
学
術
情
報
、
二
〇
〇
四)

二
一
六
～
二
一
七
頁
。

拙
稿
『
日
朝
古
典
文
学
に
お
け
る
男
女
愛
情
関
係
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
七
、

百
一
二
頁
参
照
。 

４

）
士
族
婦
女
者
恣
行
淫
慾
、 

瀆
乱
風
教
者
幷
姦
夫
、 

處
絞
。(

『
後
続
録
』 

刑
典 

禁
制)

。 

５

）
士
族
妻
女
劫
奪
者
、 

勿
論
姦
未
成
、 

首
従
皆
不
待
時
斬
。[

士
族
妾
女

劫
奪
者
同
律
。 

常
賎
女
子
劫
奪
成
姦
者
絞
。 

為
従
限
己
身
極
邊
為
奴
。 

未
成
者
杖
一
百
流
三
千
里] 

宮
女
通
姦
外
人
者
、 

男
女
皆
不
待
時
斬
。[

懐

孕
者
亦
待
産
行
刑 

而
不
用
産
後
百
日
之
例](

『
続
大
典
』 

刑
典 

姦
犯)

。 

６

）
拙
著
『
朝
鮮
古
典
文
学
に
お
け
る
男
女
愛
情
関
係-

一
七
～
一
九
世
紀
の
小

説
と
戯
曲
』(

勉
制
出
版
、
二
〇
一
七)

二
二
一
～
二
二
二
頁
引
用
。 

７

）
仙
花
理
曲
罷
、
細
吟
蘇
子
瞻
「
賀
新
郎
」
詞
曰
、
「
簾
外
誰
来
推
繍
戸
、

枉
敎
人
夢
断
瑤
臺
曲
。
又
却
是
、
風
敲
竹
」
生
即
於
簾
下
微
吟
曰
「
莫
言
風

敲
竹
、
真
箇
玉
人
來
」
仙
花
佯
若
不
聞
、
滅
燭
就
寝
。
生
入
與
同
枕
。
仙
花

稚
年
弱
質
、
未
堪
情
事
、
微
雲
澁
雨
、
柳
態
花
嬌
、
芳
啼
軟
語
、
浅
笑
輕
嚬
、

生
蜂
貧
蝶
戀
、
意
迷
神
融
、
不
覺
近
曉
、
忽
聞
流
鶯
晛
晥
、
啼
在
檻
外
花
梢
。

生
驚
起
出
戶
、
則
池
館
悄
然
、
曙
気
朦
朧
矣
、
仙
花
送
生
出
門
、
却
閉
門
而

入
、
曰
「
此
後
勿
得
再
來
。
機
事
一
泄
、
死
生
可
念
」
生
堙
塞
胸
中
、
哽
咽

趨
去
而
答
曰
「
纔
成
好
事
、
一
何
相
待
之
薄
耶
」
仙
花
笑
曰
「
前
言
戱
之
耳
。
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將
子
無
怒
、
昏
以
爲
期
。
生
諾
諾
連
聲
而
去
。
（
朴
煕
秉
『
韓
国
漢
文
小
説

校
合
句
解
』
ソ
ミ
ョ
ン
出
版
、
二
〇
〇
五
、
二
六
三
～
二
六
四
頁
）。『
周
生

伝
』
の
作
者
は
権
韠(

一
五
六
九
～
一
六
一
二)

。
中
国
か
ら
朝
鮮
の
役
に
参

加
し
た
中
国
人
と
の
筆
談
を
基
に
し
た
作
品
で
、
癸
巳
仲
夏
す
な
わ
ち
一
五

九
三
年
に
著
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

８

）
『
詩
経
』
国
風
に
あ
る
召
南
の
詩
。
乙
女
の
夫
を
求
め
る
気
持
を
歌
っ
た

も
の
。 

 

９

）
金
台
弦(

一
二
六
一
～
一
三
三
〇)

は
高
麗
時
代
の
学
者
で
、
青
年
の
頃
、

寡
婦
が
求
愛
の
手
紙
を
窓
の
隙
か
ら
投
げ
た
が
、
相
手
に
し
な
か
っ
た
。 

１
０

）
講
学
之
時
、
輒
有
丫
鬟
、
年
纔
二
八
。
雲
鬢
花
顔
者
、
隠
伏
於
窓
底
、

潜
聴
誦
聲
。
一
日
、 

上
舍
因
食
入
内
、 
陟
獨
㘴
詠
詩
、 

忽
於
窓
隙
投
一

小
紙
、
取
而
視
之
、
乃
書
「
標
有
梅
」
末
章
。
陟
心
魂
飛
声
、
不
能
定
情
、

思
欲
昏
夜
唐
突
以
窃
而
抱
、
則
而
悔
之
、
以
金
台
弦
之
事
自
警
。(

中
略)

「
昨
者
投
詩
、
実
非
誨
淫
、
只
試
郎
君
、
欲
探
俯
仰
。
妾
雖
蔑
識
、 

源
来

士
族
、 

初
非
倚
市
之
徒
、 

寧
有
鑽
穴
之
心
。
必
告
父
母
、 
終
成
巹
禮
、 

則
投
詩
先
私
、 

雖
犯
自
媒
之
醜
、 

貞
信
自
守
、 

庶
追
案
擧
之
敬
。 

往
来

私
書
、 

尤
失
幽
閑
貞
徳
、 

肝
瞻
相
照
、 

不
復
書
札
而
浪
伝
。 

自
此
之
後
、 

必
須
媒
妁
、 

毋
令
妾
身
胎
詰
行
露
、 

千
万
幸
甚 

惟
是
之
企
。（
李
サ
ン
グ

訳
注
『
十
七
世
紀
愛
情
伝
奇
小
説
』
月
印
、
一
九
九
九
、
三
〇
七
～
三
〇
九

頁
。
『
崔
陟
伝
』
は
趙
緯
韓
に
よ
っ
て
天
啓
元
年
辛
酉
閏
二
月
（
一
六
二
一
）

に
書
か
れ
た
。
朝
鮮
の
役
に
よ
っ
て
家
族
が
離
散
し
、
そ
の
後
再
会
す
る
話

を
基
に
著
し
た
。
拙
訳
「
『
崔
陟
伝
』
（
上
）
」
（
『
近
畿
大
学
教
養
・
外
国
語

教
育
セ
ン
タ
ー
紀
要
外
国
語
編
』
一
巻
一
号
、
近
畿
大
学
、
二
〇
一
〇
）
参

                                        

                                        

                                

 

照
。 

 

１
１) 

一
八
六
六
年
以
降
成
立
の
『
布
衣
交
集
』
で
は
既
婚
女
性
が
年
老
い
た

両
班
と
積
極
的
に
不
倫
関
係
に
陥
る
話
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
身
分
上
の
差
も

あ
り
か
つ
恋
愛
と
は
言
え
な
い
内
容
で
あ
る
。 

１
２

）
『
三
綱
行
実
図
』
の
最
初
の
刊
行
は
世
宗
一
六
年
（
一
四
三
四
）
で
あ
る
。

民
を
治
め
る
た
め
に
君
臣
、
父
子
、
夫
婦
の
模
範
と
な
る
忠
臣
、
孝
子
、
烈

女
三
五
人
ず
つ
合
計
百
五
人(

朝
鮮
一
六
人
含)

を
選
ん
で
そ
の
功
績
を
絵
図

に
し
て
記
録
し
た
。
そ
の
後
中
宗
九
年
（
一
五
一
四)

に
は
朝
鮮
の
忠
臣
を

一
人
増
や
し
て
増
補
版
で
あ
る
『
続
三
綱
行
実
図
』
が
刊
行
さ
れ
た
。 

１
３

）
『
朱
子
増
損
呂
氏
郷
約
諺
解
』
に
は
尊
経
閣
本
、
華
山
文
庫
本
、
一
石
本

の
異
本
が
あ
る
。
尊
経
閣
本
は
日
本
東
京
尊
経
閣
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る

木
版
本
で
、
題
目
に
は
す
べ
て
『
朱
子
増
損
呂
氏
郷
約
』
と
な
っ
て
い
る
。

三
四
張
だ
が
三
五
張
の
前
面
に
月
旦
集
会
読
約
之
図
の
絵
が
付
い
て
い
る
。

華
山
文
庫
本
は
、
高
麗
大
図
書
館
の
華
山
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
版
本
で

一
四
五
五
年
の
古
活
字
で
あ
る
乙
亥
字
に
よ
る
活
字
本
で
あ
る
。
一
九
七
八

年
に
朴
炳
采
教
授
の
解
題
の
付
い
た
『
正
俗
諺
解
』
と
合
本
し
影
印
し
た

『
呂
氏
郷
約
諺
解
』(

太
学
社
、
一
九
七
八)

が
あ
る
。
同
一
だ
が
傍
点
表
記

の
異
な
る
箇
所
も
あ
る
。
一
石
本
は
校
書
館
か
ら
重
刊
さ
れ
た
乙
亥
字
本
で

あ
る
。
一
石
李
熙
昇
の
所
藏
本
と
し
て
保
存
状
態
が
良
好
で
、
内
容
は
尊
経

閣
本
と
華
山
文
庫
本
の
校
正
本
で
あ
る
が
、
誤
謬
も
見
ら
れ
る
。
金
文
雄

『
訳
注
呂
氏
郷
約
諺
解
』
世
宗
大
王
記
念
事
業
会
、
二
〇
一
二
、
七
～
一
四

頁
参
照
。
郷
約
は
「
郷
衆
が
会
同
し
て
郷
村
の
日
常
生
活
を
め
ぐ
る
具
体
的

な
ル
ー
ル
、
罰
則
を
相
互
的
に
約
定
」
し
た
も
の
と
い
え
る
。
有
名
な
も
の
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に
は
『
朱
子
増
損
呂
氏
郷
約
諺
解
』
の
外
に
王
陽
明
の
『
南
贛
郷
約
』
が
あ

る
。
寺
田
浩
明
「
明
清
法
秩
序
に
お
け
る
「
約
」
の
性
格
」
（
溝
口
雄
三
そ

の
他
『
ア
ジ
ア
か
ら
考
え
る
〔
四
〕
社
会
と
国
家
』
一
九
九
四
、
東
京
大
学

出
版
）
七
九
～
八
三
頁
参
照
。 

１
４

）
王
蠋
曰
「
忠
臣
不
事
二
君
、
烈
女
不
更
二
夫
」
。 

１
５

）
礼
記
曰
（
中
略
）
信
事
他
人
也
。
信
婦
徳
也
。
一
與
之
斎
終
身
不
改
、

故
夫
死
不
嫁
。(

中
略)

男
女
有
別
然
後
、
父
子
親
、
父
子
親
然
後
、
生
義
、

義
生
然
後
、
万
物
安
、
無
別
無
義
、
禽
獣
之
道
也
。 

１
６

）
金
安
国
（
一
四
八
七
～
一
五
四
三
）
、
字
は
国
卿
、
号
は
慕
斎
、
諡
号
は

文
敬
、
本
官
は
義
城
で
あ
る
。
金
宏
弼
に
私
事
し
、
程
朱
學
に
精
通
し
て
い

た
。
一
五
一
七
年
二
月
、
慶
尙
道
觀
察
使
に
任
命
さ
れ
て
翌
年
三
月
ま
で
道

民
や
政
治
に
必
要
な
書
籍
を
翻
訳
、
刊
行
し
普
及
さ
せ
百
姓
た
ち
を
教
化
さ

せ
る
の
に
力
を
注
い
だ
。
著
書
に
『
慕
斎
集
』
『
慕
斎
家
訓
』
『
童
蒙
先
習
』
、

諺
解
書
と
し
て
、
『
二
倫
行
実
図
諺
解
』
『
性
理
大
全
諺
解
』
『
正
俗
諺
解
』

『
農
書
諺
解
』
『
蠶
書
諺
解
』『
呂
氏
鄕
約
諺
解
』
『
辟
瘟
方
諺
解
』『
瘡
疹
方

諺
解
』
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
当
時
、
事
大
主
義
的
な
士
大
夫
が
多
か
っ
た
中

で
よ
り
冷
静
で
客
観
的
な
対
日
本
外
交
を
支
持
し
た
官
僚
で
も
あ
っ
た
と
い

わ
れ
て
い
る
。 

１
７

）
金
文
雄
、
前
掲
書
、
七
～
一
四
頁
参
照
。
郷
約
普
及
は
旧
勢
力
が
掌
握

し
て
い
た
留
郷
所
の
廃
止
、
そ
し
て
新
勢
力
で
あ
る
士
林
派
の
台
頭
を
意
味

す
る
と
い
え
よ
う
。
李
泰
仁
著
、
六
反
田
豊
訳
『
朝
鮮
王
朝
社
会
と
儒
教
』

法
政
大
学
出
版
局
、
一
五
二
～
一
五
三
、
二
〇
五
頁
参
照
。 

                                        

                                        

                                

 

１
８

）
四
曰
慶
弔
贈
遺
、
凡
四
条
。
曰
凡
同
約
、
有
吉
事
則
慶
之
、
有
凶
事
則

弔
之
。
毎
家
、
只
家
長
一
人
、
與
同
約
者
、
倶
往
、
其
各
問
、
亦
如
之
。
若

家
長
有
故
、
或
與
所
慶
弔
者
、
不
相
接
則
其
次
者
、
当
之
。
曰
凡
慶
礼
、
如

常
儀
、
有
贈
物
、
或
其
家
、
力
有
不
足
則
同
約
、
為
之
借
助
器
用
、
及
為
営

幹
。
曰
凡
弔
礼
、
聞
其
初
喪
、
未
易
服
則
率
同
約
者
、
深
衣
而
往
哭
弔
之
。

上
掲
書
、
一
四
六
～
一
四
七
、
一
八
六
～
一
八
八
参
照
。
漢
文
の
句
読
点
は

諺
解
と
漢
文
を
基
に
筆
者
が
付
し
た
。
な
お
漢
文
に
つ
い
て
い
る
口
訣
引
用

は
省
略
し
た
。 

 

１
９

）
『
朱
子
家
礼
』
は
儀
礼
を
本
と
し
て
朱
子
一
家
の
礼
法
を
定
め
た
も
の
で

あ
る
。
序
文
の
後
に
、
日
常
の
礼
で
あ
る
「
通
礼
」
、
成
人
式
の
礼
で
あ
る

「
冠
礼
」
、
婚
礼
で
あ
る
「
昏
礼
」
「
喪
礼
」
「
祭
礼
」
の
巻
之
五
が
あ
り
、

最
後
に
家
礼
図
が
付
録
さ
れ
て
い
る
。 

２
０

）
鄭
炳
説
『
玩
月
会
盟
宴
研
究
』
太
学
社
、
一
九
九
八
、
一
一
六
頁
。 

２
１

）
礼
有
経
、
有
変
。
経
者
常
也
。
変
者
常
之
変
也
。
（
『
朱
子
語
類
』
巻
八

五
）。 

２
２

）
聖
人
有
作
、
古
礼
未
必
尽
用
。
須
別
有
箇
措
置
、
視
許
多
瑣
細
制
度
、

皆
若
具
文
、
且
是
要
理
会
大
本
大
原
。
（『
朱
子
語
類
』
巻
八
四
）。 

 

２
３

）
古
礼
於
今
実
難
行
。
嘗
謂
後
世
有
大
聖
人
者
作
、
與
他
整
理
一
番
、
令
人

甦
醒
、
必
不
一
一
尽
如
古
人
之
繁
、
但
倣
古
之
大
意
。
（
『
朱
子
語
類
』
巻
八

四
）。 

２
４

）
金
鎭
世
『
玩
月
会
盟
宴
七
』
ソ
ウ
ル
大
学
校
出
版
部
、
一
九
九
一
、
三

〇
五
頁
参
照
。
原
典
は
楽
善
斎
本
で
あ
る
。
韓
国
学
中
央
研
究
院
所
蔵
。 

２
５

）
細
谷
恵
志
『
朱
子
家
礼
』
明
徳
出
版
、
二
〇
一
四
、
四
九
三
頁
参
照
。 

２
６

）
『
足
利
文
庫
目
録
』
に
永
正
三
年
（
一
五
〇
六
）
、
近
隣
の
武
州
か
ら
唐

本
の
『
家
礼
』
が
寄
付
さ
れ
た
こ
と
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
吾
妻
重
二
『
国
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際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

東
ア
ジ
ア
世
界
と
儒
教
』
東
方
書
店
、
二
〇
〇
五
、
一

九
五
頁
参
照
。 

２
７

）
羅
山
は
母
や
子
を
儒
教
式
の
喪
礼
に
従
っ
て
祀
っ
た
。
ま
た
滋
賀
県
高

島
市
の
藤
樹
書
院
の
敷
地
か
ら
で
た
南
方
に
儒
教
式
の
墓
が
作
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
他
に
も
山
崎
闇
斎
は
慶
安
三
年(

一
六
五
〇)

に
家
礼
に
従
っ
て
祭
祀
を

行
な
い
、
水
戸
に
お
け
る
儒
葬
は
『
家
礼
』
に
基
づ
き
行
わ
れ
て
き
た
と
さ

れ
る
。
吾
妻
重
二
、
前
掲
書
、
四
九
五
頁
。
現
在
で
も
都
文
京
区
大
塚
５
丁

目
に
、
「
大
塚
先
儒
墓
所
」
が
残
っ
て
お
り
、
寛
政
の
三
博
士
で
あ
る
古
賀

精
里
、
尾
藤
二
洲
、
柴
野
栗
山
、
木
下
順
庵
、
室
鳩
巣
ら
の
墓
が
あ
る
。 

２
８

）
辻
原
元
甫
の
和
訳
『
女
四
書
』
に
つ
い
て
は
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ

ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
参
照
。 

参
考
Ｕ
Ｒ
Ｌ
：h

tt
p
:
//
d
l
.nd

l
.
g
o
.j
p
/
in
f
o
:n
d
l
jp
/
p
id/2608315 

国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
は
全
て
辻
原
元
甫
の
『
女
四

書
』
と
な
っ
て
い
る
が
、
『
女
四
書
』（
目
黒
十
郎
書
店
、
一
八
九
三
）
は
西

坂
天
錫
の
著
書
で
あ
る
。
そ
の
他
、
奈
良
女
子
大
学
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
の

Ｈ
Ｐ
に
は
漢
文
の
和
刻
本
『
女
孝
経
』
（
一
七
九
一
）
が
掲
載
さ
れ
て
お
り

共
に
参
照
さ
れ
た
い
。 

参

考

Ｕ

Ｒ

Ｌ

：

ht
t
p
:/
/
w
w
w
.l
i
b
.n
a
r
a-
w
u
.a
c
.
jp/nwugdb/edo-

j
/
h
t
m
l/
j
0
33
/ 

２
９

）
『
本
朝
二
十
不
孝
』
創
作
の
元
と
な
っ
た
元
代
郭
居
敬
『
二
十
四
孝
』
は

御
伽
草
子
に
も
採
ら
れ
て
い
る
。 

３
０

）
『
椀
久
一
世
の
物
語
』
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
刊
。
麻
生
磯
次 

冨
士

昭
雄
訳
注
『
椀
久
一
世
の
物
語 

好
色
盛
衰
記 

嵐
は
無
常
物
語(

決
定
版 

対

                                        

                                        

                                

 

訳
西
鶴
全
集
四)

』
明
治
書
院
、
一
九
九
二
、
三
、
一
一
～
一
二
頁
。
原
文

は
水
野
稔
氏
所
蔵
本
と
あ
る
。 

３
１

）
『
人
情
本
代
表
作
集
』(

東
京
：
国
民
図
書
株
式
会
社
、
一
九
二
六)

所
収
、

四
三
七
～
四
三
八
頁
。
作
品
に
置
け
る
妻
妾
葛
藤
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
『
花

門
録
』
と
『
娘
太
平
記
操
早
引
』
に
表
れ
た
愛
情
葛
藤
の
様
相
比
較
研
究-

男
女
の
三
角
関
係
に
よ
る
妻
妾
葛
藤
を
中
心
に
」（『
日
韓
比
較
文
学
研
究
』

第
五
号
、
日
韓
比
較
文
学
研
究
会
、
二
〇
一
六
）
参
照
。 


